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概　要

　2019年 4月 1日、改正「文化財保護法」が施
行された。同法改正の趣旨は、昨今の人口減少
や地域経済の衰退により、文化財が滅失、散逸
や文化財の担い手・後継者不足等が喫緊の課題
となり、未指定を含む文化財をまちづくりや観
光振興に活用しつつ、地域社会全体で継承に取
り組むこととされている。従来の文化財保護と
観光との関係性は相対するものであったが、今
日の文化財保護政策は、保存から積極的な観光
活用へと転換しており、今後の文化財保護のあ
り方は観光との関係性で考えねばならない。し
かし「文化財保護法」や、先行研究や議論にお
いて、文化財保護の意義の検討は十分でない。
そこで本研究では、文化財保護を主眼とした観
光との観点から、伝統的建造物群保存地区を事
例として、文化政策学的視座から柳田國男と宮
本常一の民俗学的知見・思想を援用し、かつ批
判的に継承することでその意義の再考を行った。
その結果、柳田の『民間伝承論』からは可視化
できる景観等の真正性と地域の誇り、アイデン
ティティ、文化財を後世に残し伝え、より良い
まちにするという想いとしての心意性を繰り返
し継承し続けることであり、宮本の観光のあり
方とは経済効果の優先ではなく、地域住民の自
主的な文化的波及効果の希求である。したがっ
て、文化観光を通じた文化財保護の意義とは、
先人達が守り伝えてきた文化財の真正性と心意
性を共に継承し続け、地域住民や後世の人々が
より豊かに暮らせるまちにすることにある。

1．はじめに

　2019年 4月 1日、改正「文化財保護法」が
施行された。同法改正の趣旨は、昨今の人口減
少や地域経済の衰退により、文化財が滅失、散
逸や文化財の担い手・後継者不足等が喫緊の課
題となり、未指定を含む文化財をまちづくりや
観光振興に活用しつつ、地域社会全体で継承に
取り組むこととされている（URL 1）。今日の
文化財保護政策は、保存から積極的な活用、特
に観光への活用に転換しており、文化財保護は
観光との関わりの中で考える視点が重要となっ
ている。だが、文化財を積極的に観光活用する
ことにより、その破壊や損傷、また観光客が好
むように本来の姿から変容する問題が顕在化し
ている。このように、文化財保護と観光との関
係性において、文化財の保存と活用とは何か、
どのような意義であるのかは常に問われ続けて
きた課題となっている。しかし、その意義につ
いて、「文化財保護法」条文または、これまで
の先行研究や議論で十分な検討がなされておら
ず、体系的に解明されていない現状である。
　したがって、本研究は文化政策学的視座に立
ち民俗学的知見・思想を援用し、かつ批判的に
継承することで、文化観光を通じた文化財保護
の意義を再考することを目的とする。その意義
とは、経済効果を最優先することではなく、先
人達が守り伝えてきた文化財の真正性 1と心意
性とを共に後世に継承し、地域に暮らす人々や
後世の人々がより豊かに暮らせるようにするこ
とにあるといえる。

文化観光を通じた文化財保護の意義
―文化政策学的視座からの考察―
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1  真正性は、従来世界文化遺産の価値を検証する際の形態・意匠・材料・材質・用途・機能・伝統・技術・立地・周辺環境・精神と感性
並びにその他の内外的要因といった多様な情報源の信頼性と確実性に関する概念である（西村 2004：787）。この概念は広く文化財保護
特に伝統的建造物群保存地区の保存において重視されている。本研究における心意性とは、真正性概念の精神・感性とは異とする概念
であり、それ自体の属性に関する情報ではなく、文化財保護の取組みに関わる人々が有するものである。
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ツーリズム（自然遺産観光）が注目されるよう
になった。また、マス・ツーリズムに対し、持
続可能な観光を目指す中で、文化財を地域資源
や文化資源として保存・活用し、まちづくりや
地域活性化に活かす動きが現れた。さらに、政
府も地域主義に基づく文化財保護のあり方を政
策の中で強めてきた（森屋 2018：225-36）よ
うに、文化財保護と観光の関係性は、文化財を
核とした地域住民主体のまちづくりや地域活性
化に活かすものに変容し始めた。
　2000年代、我が国の観光をめぐる状況は大
きく変容する。2003年の国会施政方針演説で
の「観光立国宣言」を受け、国から基礎自治
体に至るまで観光ブームが起き（井口 2014：
106）、観光が政策の核として展開されるように
なる。そして、ニューツーリズムの台頭ととも
に、文化の持続可能性を念頭に置いた観光開発、
文化と観光の対立から文化的側面への共生の視
点がみられるようになる（冨本 2015：61）。さ
らに、2008年に「歴史まちづくり法（地域に
おける歴史的風致の維持及び向上に関する法
律）」が制定されたことで、歴史や文化を活か
すまちづくりが一層に展開されるようになっ
た。このように、従来は文化財保護と観光とを
結び付け考えることは禁忌のようにされていた
が、日本各地で地域住民主体となった地域主義
に基づく文化財の保存と活用による地域活性
化やまちづくりが取り組まれる（森屋 2018：
229-31）中で、両者を結びつけて考える視点が
必要となり始めた。

2. 2　今日の文化財保護と観光

　昨今、東京一極化集中・少子高齢化、それに
起因する人口減少や地域経済の衰退が問題とさ
れ、その課題解決に向け地方創生戦略に基づく
政策を展開している。2014年「まち・ひと・
しごと創生法」が施行され、同法第八条に基づ
き、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣
議決定された。その中で、文化・芸術を起爆剤
とし、地域の歴史、歴史的町並みや国宝等の文
化財を観光・産業資源として活用することが明
確に示された（URL 2）。この戦略やインバウ
ンド・ツーリズムの影響を受け、2015年に「日
本遺産」制度が創設された。同事業は、地域の
歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統

　本稿の構成は以下のとおりである。第 2章で
は、これまでと今日の文化財保護と観光との関
係性を概観し、第 3章では、「文化財保護法」
の概要を述べ、同法と先行研究で文化財保護の
意義の検討が十分でなく明確化されていない点
を指摘する。第 4章では、その意義を考える上
で、文化政策学的視座から民俗学的知見・思想
を援用し、かつ批判的に継承する有用性を示し、
第 5章で柳田國男と宮本常一の思想・知見から、
文化観光を通じた文化財保護の意義を明らかに
する。

2．文化財保護政策と観光の現状

2. 1　これまでの文化財保護と観光

　戦後復興や高度経済成長に伴う大衆消費社会
が進展し、大量の観光者を発生させ、観光の大
衆化によるマス・ツーリズムが具現化した。そ
れは、多くの人々が学習・感動の機会を得、外
貨獲得・経済発展の手段としての恩恵をもたら
した（渡邉 2008：40）。また、文化財への国民
の理解を深めることができる恩恵をもたらした
（内田 1982：63）一方で、文化財への弊害をも
生み出した。特に観光公害や観光開発がそれで
あり、全国各地で文化財の破壊、汚損、盗難等
の弊害が顕在化した（内田 1982：63-4）。また
梅棹忠夫は、文化財保護は文化の立場、開発は
反文化の立場という二律背反の関係であり、全
国で地域開発と文化財保護の間には、非常な軋
轢が生じていた（梅棹 1993：524）と当時の現
状を述べているように、文化財保護と観光とは
関係性があるが、観光は文化財に弊害を与える
認識であった。
　1980年代になるとマス・ツーリズムがピー
クとなり、それが引き起こす弊害は拡大し
た。その事態に対し、マス・ツーリズムに代わ
る alternative tourismが模索され始めた（石森 
2001：7）。1987年「環境と開発に関する世界
委員会」において、sustainable developmentが
提唱され、それを受け 1990年代に入ると、「持
続可能な観光（sustainable tourism）」の創出が
世界的課題とされた（石森 2001：7）。このよ
うな動向により、持続可能な観光として、ヘリ
テージ・ツーリズム（文化遺産観光）やエコ・
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3．  文化財保護法の概要と法改正に関す
る議論

3. 1　文化財保護法の概要

　「文化財保護法」は、第二次世界大戦終戦後
の新たな時代の文化財保護行政のあり方が求め
られる中で、1949年に法隆寺金堂壁画が焼失
した事件を契機に 1950年 5月 30日に公布、同
年 8月 29日施行された。同法は、戦前の「国
宝保存法」「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」
「史蹟名勝天然紀念物保存法」の三法を統合し、
さらに各法律に規定されていた制度の拡充、保
護対象外の文化財を新たにその範疇に加えた文
化財保護のための日本最初の統括的法律である
（文化庁 2001：29）。同法は、制定以降も各時
代の社会背景の変化、それに伴う政府の方針や
政策により法改正が行われ、保護制度の拡充や
保護対象の範疇を広げている。
　「文化財保護法」条文には、目的（第一条）、
文化財の定義（第二条）、政府及び地方公共団
体の任務（第三条）、及び国民、所有者等の心
構（第四条）が明文化されている。これらの目
的や趣旨は、戦前の法律では明文化されず、同
法の制定により明文化された（文化庁 2001：
29）。特に、第一条及び第四条は、文化財保護
の意義の根幹といえる条文である。第一条では、
「この法律は、文化財を保存 2し、且つ、その
活用を図り、もつて国民の文化的向上に資する
とともに、世界文化の進歩に貢献することを目
的とする」、第四条では、「文化財の所有者その
他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であ
ることを自覚し、これを公共のために大切に保
存するとともに、できるだけこれを公開する等
その文化的活用に努めなければならない」とし
ている。このように、文化財保護は保存と活用
の一方に偏重するのではなく、保存と活用の両
輪 3をもって文化財の価値を具現化し、その状
態が招来することで、国民の文化的向上や世界

を語るストーリーを「日本遺産」として認定し、
それを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の
様々な文化財群を総合的に活用する取組を支援
することであり、特に活用によって地域活性化
を図ることを目的としている（URL 3）。「日本
遺産」は、文化財の活用により、観光収入を通
じた地域振興を図ることを明確に意識し強調す
る制度とされている（松田 2018：37-8）。2016
年、「明日の日本を支える観光ビジョン」を受け、
「文化財活用・理解促進戦略プログラム 2020」
が策定された。これは、文化財を観光資源とし
て活用することで、戦略的投資や観光体験の質
の向上による観光収入増を実現し、文化財をコ
ストセンターからプロフィットセンターに転換
することを目的としている（URL 4）。2017年
「まち・ひと・しごと創生基本方針 2017」では、
地域の文化資源を活用した観光振興や地方創生
の拡充に向けた対応の強化、文化の国際発信力
等の新たな政策ニーズに対応するため文化庁の
機能強化を図ることが示され（URL 5）、同日
に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本
方針 2017」は、2020年までを文化政策推進重
点期間として位置づけ、稼ぐ文化への展開を推
進し、文化による国家ブランド戦略の構築や文
化産業の経済規模を拡大させる取組みの推進を
示した（URL 5）。以上のような社会背景・政
府の方針や政策の流れを受けた文化審議会での
答申を踏まえ、これからの時代にふさわしい文
化財の保存と活用が議論され、「文化財保護法」
の改正に向けた検討がなされた。そして、前述
の趣旨のとおり「文化財保護法」及び「地方教
育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が
改正、2019年 4月 1日に施行された。
　以上から、これまでは文化財保護と観光とは
相対するものとして考えられてきた。しかし今
日の文化財保護政策は、「文化財は保存から活
用の時代へ」のスローガンの下、観光振興に資
するために文化財を積極的に活用するあり方へ
と転換している。

2  歴史的町並みにおいては保全の概念がある。その場合の保存とは、建造物や都市構造の文化財的価値を評価し、これを現状、または必
要な場合に現状と同様の素材を用いた最低限の構造補強等を行い、対象の有する特性を凍結的に維持することを指し、保全とは、建造
物や都市構造の歴史的な価値を尊重し、その機能を保持しつつ、必要な場合に適切な介入を行うことで現代に適合するよう再生・強化・
改善することも含めた行為を指し、場合によっては復元等の再建も含まれるとされる（西村 2004：10-1）。本研究における保存は、「文
化財保護法」法制度上より保全の意味を含むものとする。

3  文化政策研究の分野においては、文化財の保護は保存と活用の両方を指す、すなわち「保護 =保存と活用」であるというのが共通認識
となっている（松田 2018：25）。
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財保護の意義について論考し、定義することに
は限界がある。
　次に、その意義は、これまでの先行研究や議
論においても課題とされてきたが、十分な検討
はなされていない現状である。文化財保護実務
上では、保存は「従来われわれの祖先が護り伝
えてきたものをここに至って、亡ぼすことのな
いよう十分の配慮をもって維持管理すること」、
活用は「それらのものをただ収蔵・放置するの
みではなく、保存に支障のない手法をもって、
現代の国民に公開する等の措置を講じ、その有
する価値の新しい文化の創造、文化的向上のた
めに発揮させること」としている（和田 1979：
68）。これは、文化財の価値に対する対応のあ
り方、すなわち第一条で述べられる文化財保護
理念を達成するための作用面に着目した概念で
あり（根木 2002：15-7）、その意義としては不
十分である。また岡本は、学問上の意義を強調
し過ぎず、国民に現実味のある共感を得るため
に地域の歴史の中に位置づけ、今日的な問題に
結合すべきと述べており（岡本 1973：17）、内
田は「文化財保護法」条文のみで、その意義を
的確に把握できないため、政治・社会・経済
的視点から捉える試みが必要（内田 1982：61）
としている。しかし両者ともに、その意義を考
える必要性を説いているが、十分な論考までに
は至っていない。さらに、文化財保護と観光と
の関係性からの十分な論考はあまりなされてい
ない。江面は、文化財の活用の意義を文化財に
よる文化の理解を通じて人の文化的、精神的な
向上と高度な精神性の獲得による人の人格の形
成にも寄与するひとづくり、創造力をもつひと
づくりとしている（江面 2006：60）。しかし、
文化財の活用面のみ検討し、体系的な論考では
なく規範的意見に留まっている。
　また、観光の観点ではなく、住民福祉の観
点からその意義を明らかにしたものに、馬場
（1998）や森屋（2018）の研究がある。馬場は、
文化財を保存し、活用する意義は、我々の生活
との関わりの中で、文化財を地域社会に生きる
人々の心の拠り所を与え、それを媒体として解
体されつつある地域共同体を再生することで地
域社会の核となり、それが地域で発生する諸問

文化の発展に貢献することが求められている
（根木 2002：17）。

3. 2　法改正に関する議論

　だが、同法改正にあたり懸念や課題がある。
前述のとおり、これからの目指す姿が地方創生・
観光振興等へ繋ぐことと示された。これに対し、
日本歴史学協会外 27団体が、同法改正は文化
財を観光資源として活用することで、経済成長
戦略や地方創生の数値目標を達成する制度的枠
組みを整備するものと批評 4している（URL 6）
等、文化財の観光活用に懸念を示している。ま
た、同法改正に向けた議会でも、保存と活用の
バランスが争点となり、文化財を観光資源とす
る活用を重視し、保存が軽視されるのでは等の
声もあった（URL 7）。このような同法改正案
への懸念に対する附帯決議がなされ、「文化財
保護行政においては、文化財の保存と活用の双
方が共に重要な柱であり、文化財の次世代への
継承という目的を達成する上で不可欠になるこ
とを踏まえ、保存と活用の均衡がとれたものに
なるよう、十分に留意すること」と政府及び関
係者は施行にあたり、特段の配慮をすることを
求められた（URL 8）。このように、同法の改
正にあたり、これからの時代の文化財保護のあ
り方が示された一方で、文化財の「保存から活
用へ」の政策の転換には懸念や課題がある。

3. 3　文化財保護の意義とは

　先ず、「文化財保護法」における文化財保護
の意義であるが、条文からは明確ではない。同
法第一条は、法の目的規定であり、第四条は保
存と活用をする心構が明記されているが、意義
は明確でない。また、それ以外の保存と活用に
関する条文においても、指定・管理・修理・保
存のための調査等の保存の方法、公開に関する
活用の方法が示されているが、その意義は明確
ではない。このように「文化財保護法」の条文
中に、保存と活用の定義規定は置かれていない
ため、その意義が明確でないことがわかる。し
たがって、「文化財保護法」条文上から、文化

4  「文化財保護法の改定に対し、より慎重な議論を求める声明」（URL 6）
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で、文化政策総体の理念上の根拠法とされてお
り、文化法制の体系から、第一義的地位として
教育基本法を除く他の法律の上位法に位置する
（根木・佐藤 2013：11）。対して、文化財保護
政策の根拠法である「文化財保護法」は、「文
化芸術振興基本法（現文化芸術基本法）」の下
位に位置づけられ、補強・補完するものとされ
ている（根木・佐藤 2013：43）。つまり、文化
財保護政策は、文化政策の視座から捉えて考え
ることができる。
　文化政策ないし文化財保護政策を考える際
に、どのような体系から明らかにすればよいか。
井口は、その導きの糸として重心となる思想を
構築して、哲学を確立し、そのためには民俗学
的知見・思想が必要であり、特に地域の課題を
扱う際に重要であるとしている（井口 2008：8）。
なぜなら政府は、一時代の政治の価値観に基づ
く判断や文化に対する理解度と共感度に左右さ
れやすく（井口 2011：28）、その影響を受け今
日の文化財保護政策が転換していることから、
重心となる思想を構築し、哲学を確立すること
で文化財保護の意義を再考する必要がある。
　では、ここでいう民俗学的知見・思想とは何
か。民俗学は「今日見聞しうる諸々の民間伝承
の比較研究を通じて、日本人の心性、生活文化
の歴史的特色を把握しようとする学問」であり
（和歌森 1970：1）、わが国におけるその創始者
が柳田國男である。柳田は、民俗学を常民の学
であると強調するように、かつて九割を占めた
農民・漁民のような人間が体験し、民間に伝え
られ、繰り返し引き継いできた伝承を史料とす
る歴史の学であるとしている（野口 1984：6）。
しかし、柳田が提唱した民俗学には、伝統的な
生活文化や伝承文化を採集し、明らかにする学
問の役割以外に、社会的に資する公共民俗学と
しての役割があった。それは、地域社会をより
豊かに資するための学問としての役割である。
柳田は民俗学という方法論を通じて「経世済民」
「学問救世」のため、政策科学者として人々の
暮らしを掬い上げる役割を果たそうとした（井
口 2018：35）。柳田は『郷土生活の研究法』で
「我々の学問は終局世の為人の為でなくてはな
らない。即ち人間生活の未来を幸福に導くため

題の解決や豊かな地域づくりの上で大きな役割
を果たすことで、人々のアイデンティティが形
成されることとしている（馬場 1998：57-8）。
森屋はこれを、「地域主義にもとづく文化財保
存と活用」としている（森屋 2018：8）。
　以上のとおり、「文化財保護法」条文上また
先行研究や議論において、文化財保護の意義は
明確になっていない。特に、観光を文化財保護
に結び付けての検討は十分でない。その意義が
明確でないため、政府の解釈・通達、自治体の
首長の思想や姿勢に委ねられ、時々の解釈によ
り変容することで、経済効果優先の観光振興を
主眼とした保存と活用により、文化財を本来の
姿から変容させる事例も少なくない。では、そ
の意義とはどのようなことを示すのであろう
か。本研究では、文化財保護を主眼とする観光
のあり方の観点から、これからの文化観光 5を
通じた文化財保護の意義を再考し、明らかにす
ることを目的とする。

4．導きの糸としての文化政策学の有用性

4. 1　文化政策学的視座における文化財保護

　本節では、文化政策の概念と文化法制の体系
から文化財保護政策の位置づけを整理し、文化
政策学的視座から民俗学的知見・思想を導きの
糸として文化財保護の意義を考察する有用性を
明らかにする。
　先ず文化政策は、公共政策の一つと考えられ
ている。池上は「創造環境を整備するための公
共政策であり、地域社会や都市、あるいは企業
や産業の中にある文化資源を再評価して、創造
環境の中に位置づける政策（池上 2001：13）、
井口は「常在の文化資源を活かして、地域の福
祉水準を向上させるための公共政策」としてい
る（井口 2011：8）。つまり文化政策は、地域
が有する文化資源をもって、地域や人々の生活
を豊かにする公共政策である。
　次に、文化法制の体系から文化財保護政策は、
文化政策に内包されている。文化政策の根拠法
は「文化芸術振興基本法（現文化芸術基本法）」

5  文化観光とは、観光者が観光対象である文化資源から学ぶことを求める観光行動のことである（渡邉 2008：43）。
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つ目は、観光が地域社会に与える影響について
考察する視点である。この視点は、地域におけ
る文化資源である伝統文化や文化財等を観光と
地域振興に利用しようとする視点である（森田 
2003：94）。四つ目が、観光と伝統文化や地域
社会の関わりについてより広域に考えていく視
点である。この視点は、観光が地域社会に与え
る影響だけではなく、観光を地域社会の人々の
営みとして、社会の関係や観光によって創造さ
れた文化、新たに編成された社会関係等をテー
マとする視点である（森田 2003：94-5）。
　以上の視点より、民俗学的知見・思想を基に
観光を考える上では、観光は人々の営みである
ことを鑑み、文化資源との関わりの中で地域社
会に暮らす人々のための地域に見合う観光のあ
り方を考察する必要がある。本研究は、地域社
会の現場から文化財保護と観光との関係性を再
考し、文化財保護の意義とは何かを問うもので
あり、また観光を民俗学的知見や思想で読み解
くことで、観光を取り巻く様々な状況と人々の
実践と思考を通じて、地域社会や文化の動態
を考察することにある。観光の現場は地域住
民・行政・企業等で成り立っており、観光と経
済、観光と政治の各々独立した領域の問題では
なく、地域の文化、社会、政治、経済が交錯す
る複合領域として捉えなければならない（森田 
2003：97）。したがって、観光を様々な領域が
交錯する地域文化政策と捉え、観光の現場での
文化財保護のあり方を考えるために文化政策学
的視座に立ち民俗学的知見・思想から考察する
ことは有用である。

4. 3　小括

　以上から、文化観光を通じた文化財保護の意
義を導く糸として、文化政策学の視座に立ち、
民俗学的知見・思想を援用し批判的に継承する
ことは有用性がある。
　第 1節では、文化法制の体系より文化財保護
政策は文化政策に内包され、文化政策を考察す
ることと同様に文化財保護政策を考える際も民
俗学的知見・思想を導きの糸とする必要がある
点。また民俗学は、人々の生活をより良くする
ための課題解決に資する社会的役割を有してお
り、これは文化政策ないし文化財保護政策が意
図することと同様である点を明らかにした。第

の現在の知識」（柳田 1998b：216）と述べてい
るとおり民俗学は社会科学的な役割をも果たす
といえる。また、現在の民俗学も同様に社会現
前の実生活の課題を解決するために、暮らしの
歴史を明らかにすることが一つの使命で、表面
的な現状分析で終わらせるのではなく、現状を
過去から究明し、史実と現実を繋ぎ、良い未来
を生きるための方向性を指し示す学である（岩
﨑 2008：29）。したがって、民俗学的知見・思
想とは、我々が地域社会の課題解決に向けて取
り組む際に必要な学であり、文化政策ないし文
化財保護政策の意図と同様の考え方といえる。

4. 2　文化政策学的視座における観光

　引き続き本節では、地域の観光の現場におい
て、民俗学的思想・知見を導きの糸として考察
する有用性を明らかにする。
　地域の観光の現場を明らかにする際も、前述
のように文化政策の導きの糸としての民俗学的
知見・思想を援用し、かつ批判的に継承し考察
することができる（井口 2015：18）。特に観光
を地域文化政策として捉えた場合、地域の知で
ある常在の文化資源を発見し、活用することに
よって観光が振興されることで、地域住民の矜
持や生きがいが向上し、新たな地域文化の創造
につながる（井口 2015：19）。したがって、文
化財保護を主眼とした観光において、常在の文
化資源である文化財を発見する際にも、それを
保存し活用する際にも民俗学的知見・思想を導
きの糸とすることは重要な視点となり得る。
　では、観光の現場を民俗学的知見・思想から
捉える際の視点とは何か。森田（2003：94-5）
は、民俗学により観光の現場を捉える際の四つ
の視点を次のように提示している。一つ目は、
文化史的視点である。文化史的視点とは、観光
を近世からの旅の延長として捉えるものであ
り、旅にまつわる習俗の文化史的研究の意味合
いが強い視点である（森田 2003：94）。二つ目
は、開発や地域振興という問題意識からの接近
である。この視点は、観光を新たな経済・政治
的現象として捉えるものであり、観光から地域
社会を捉えることによって、経済的変革や社会
的影響を与えたか、また地域社会に暮らす人々
のために、地域に見合った観光であるか等の実
践的に考える視点である（森田 2003：94）。三



文化観光を通じた文化財保護の意義  23

田 1998a：98-100）。これを示唆し論じると、次
のように読み解くことができる。旅人つまり観
光者が地域を訪れた際、先ず目にするのはその
地域の風景である。その風景は、地域の多様な
生活文化から生まれた町並みや周囲の森林・自
然地形等の自然環境で形成されている。観光者
はそれを観ることを通じて、どのような地域か
を学び取ることができる。
　次に、言語芸術・伝説と説話（口碑、言語芸
術）である。柳田は、
　　 第二部は生活解説、耳と目との採集、寄寓

者の採集と名つけてよいもの。言語の知識
を通じて学び得べきもの。物の名称から物
語まで一切の言語芸術は是に入れられる
（柳田 1998a：14）。 

と述べており、第二部を耳に聞こえる言語資料
とし、土地に或程度まで滞在して、其土地の言
語に通じなければ理解出来ない部門である（柳
田 1998a：99）としている。これを同様に解題
すると、町並みの歴史的価値、町並み保存やま
ちづくりの取組みの歴史といえる。それらは、
博物館や郷土資料館等にて資料を目で観ること
で理解し学び取ることができる。それらに限ら
ず、地域住民同士や観光者との交流により学び
得ることもできる。例えば、文化財を活用した
地域イベント、観光による案内ボランティアや
教育活動を行う中で口承された文化財の歴史的
価値、町並み保存やまちづくりの歴史を学び取
ることができる。したがって、第二部の耳と目
との採集は、文字で書かれた資料や地域内外の
人との交流の中で伝わるものと解釈できる。つ
まり、地域イベントや観光教育によって文化財、
歴史的町並みを観るだけでなく、その歴史的価
値、町並み保存やまちづくりの歴史を耳で聞き、
目で観て学び取ることにより伝承される。
　最後に、心意諸現象（心碑、心意現象）である。
　　 第三部は骨子、即ち生活意識、心の採集又

は同郷人の採集とも名くべきもの。僅かな
例外を除き外人は最早之に参与する能は
ず。地方研究の必ず起らねばならぬ所以（柳
田 1998a：14）。

としている。第三部は、最も微妙な心意感覚に
訴えて初めて理解できるもので、同郷人・同国
人でなければ理解できない部分である（柳田 
1998a：98）と述べている。つまり、地域住民
との間で共有されている文化財や町並みに対す

2節では、観光を地域文化政策であるとして捉
える場合も同様に、民俗学的知見・思想から観
光の現場を捉える視点が重要であることを示し
た。したがって、これからの文化財保護の意義
を観光との関係性から体系的に明らかにする上
で、文化政策学的視座から、民俗学的知見・思
想を導きの糸として援用し、かつ批判的に継承
し再考することは有用性がある。

5．  文化観光を通じた文化財保護の意義
の再考

5. 1　 柳田國男の『民間伝承論』を援用した
文化観光による文化財保護のあり方

　本節では、柳田國男の知見や思想を援用し、
批判的に継承することで、文化観光を通じた文
化財保護の意義を、伝統的建造物群保存地区を
事例として考察することを目的とする。
　柳田の著作中で、公共民俗学の思想が色濃く
表れているのが『民間伝承論』である。これは、
後藤興善が 1933年に柳田が書斎で行った講義
を聴き、筆録したものを土台としてまとめあ
げ、翌年に上梓された日本民俗学の概論書であ
る（後藤 1986：241）。民俗学研究の気運が高
まる中で翌年に『郷土生活の研究法』が出版さ
れ、郷土人が郷土の研究をし、さらに比較研究
により日本全域のことを知るために、民俗研究
の方法と民俗資料の採集分類について説述され
る教科書としての役割を果たした（大藤 1986：
246-53）。しかし、両書の位置づけは学問のた
めの学問ではなく、社会に資する汎用性と実用
性を有し、社会をより良くするという柳田の思
想が強く表れている。
　はじめに、柳田は同書の序において、
　　 第一部は生活外形、目の採集、旅人の採集
と名つけてもよいもの、之を生活技術誌と
いふも可。在来のいわゆる土俗誌は主とし
て是に限られ、国々の民間伝承研究は通例
之に及ばなかった（柳田 1998a：14）。

と述べている。第一部は、旅人が先ず目にする
資料である（柳田 1998a：98）。それは、生活
に現れる点から有形文化とも生活技術誌或は生
活諸相ともいえ、通りすがりの旅人であっても
採集でき、誰にでもわかり得るものである（柳
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るといえる。
　さらに柳田は、心意現象を『郷土生活の研究
法』で、「知識」「生活技術」「生活目的」の三
点に分類している。以下、各々の分類を援用し、
批判的に継承することにより考察する。
　一つ目が「知識」である。「知識」には批
判的な部分と推理的な部分とがあり（柳田 
1998b：355）、批判的な部分を柳田は次のよう
に述べている。
　　 我々の知識と謂ふものゝ中には、現在人々

が知識と謂ふ以上のもの、言い換へればた
だ知つてゐる以上のものが入る。例へば天・
地・草などゝいつた知識はたゞ知つてゐる
だけの知識だからいふまでもないとして、
就中問題になるのはそれ以上の、「かうい
ふ事は良い事だ、或は悪い事だ」といふ道
徳的な問題で、これは我々に取つては実は
一つの知識である（柳田 1998b：350）。

つまり、良いまたは悪いことは何かという知識
である。歴史的町並みは地域にとってどのよう
な意味をもつのか、守るべきものか、稼ぐため
のものか、継承すべきものか等の道徳的なもの

る考え方や想いのような可視化できないもので
ある。言い換えると、地域の誇り、アイデンティ
ティ、文化財保護や町並み保存への想いである
と考えられる。
　また、無形の文化である心意現象は（柳田 
1998b：349）、第一部生活諸相と第二部言語芸
術と並ぶ文化資源である。文化資源は建物や施
設等の成果物が資源・媒体となるハードウェア、
知識や情報が資源・媒体となるソフトウェア、
人間自身や理念が資源・媒体となるヒューマン
ウェアに区分され（中川 2001：16）、それぞれ
が文化政策の展開過程の局面で必要に応じ有効
に活用することが求められている（井口 2011：
10）。この区分を基に考えてみると、ハードウェ
アは、第一部生活諸相（有形文化）、ソフトウェ
アは第二部言語技術・伝説、ヒューマンウェア
は第三部心意現象にあたる。つまり、文化財保
護・歴史的町並みの保存を行う際、ハードウェ
アである歴史的町並みとソフトウェアであるそ
の歴史的価値、地域やまちづくりの歴史だけで
はなく、人々のアイデンティティや誇り等の
ヒューマンウェアとしての心意性が不可欠であ

表 1　『民間伝承論』を援用した文化観光による文化財保護の分類－三部分類－

分類 柳田の民間伝承論 文化観光による文化財保護

①第一部
　生活諸相
　（有形文化）

住居・衣服・食物

○先づ目に映ずる資料
○旅人の学
○体碑
○生活諸様式

【ハードウェア】
○歴史的町並み
○文化的景観
○自然環境
○ （重要）伝統的建造物群保存地区

資料取得方法
交通・労働・村・聯合
家・親族・婚姻・誕生
厄・葬式・年中行事
神祭・占法・呪法
舞踊・競技・童戯・玩具

②第二部
　言語芸術
　伝説

新語作成

○耳に聞こえる言語資料
○寄寓者の学
○口碑
○生活解説

【ソフトウェア】
○ 文化財や古い町並みの歴史的価値
○ 町並み保存・まちづくりの歴史

新文句
諺・謎
唱へごと
童言葉
歌謡
語り物と昔話と伝説

③第三部
　心意現象

知識 ○最も微妙な心意感覚に訴え
　て始めて理解できるもの
○同郷人の学
○心碑
○生活観念

【ヒューマンウェア】
○地域の誇り・矜持・愛着
○アイデンティティ
○ 文化財保護・町並み保存への想い
○より良いまちにしたい想い

生活技術

生活目的

出典）柳田國男（1998a）『民間伝承論』及び柳田國男（1998b）『郷土生活の研究法』より筆者作成　
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不行為のことである（柳田 1998b：365）。これは、
町並み保存において重要な意味を成している。
例えば、町並み保存運動の先駆けとして、1968
年に長野県妻籠の地区全住民から成る「妻籠を
愛する会」が結成され、「妻籠を守る住民憲章」
を制定した。ここで示されるような「売らない・
貸さない・こわさない」の三原則（南木曽町教
育委員会 2017：1-2）が、いわゆる生活技術に
おける「禁」であり、この三原則により妻籠の
自主的な町並み保存は発展し、全国へと広がっ
た。
　三つ目が、「生活目的」であり、次のように
述べている。
　　 人は何の為に生きてゐるかといふ目標、即

ち「生活目的」といふか或は人生の窮極の
目的といふ（柳田 1998b：349）。

さらに柳田は、「このような『生活目的』つま
り何かしらこのようにしたいという目的は、心
の一隅に持っており（柳田 1998b：349）」、「そ
の生活の目的にはなほその奥には何か大きなも
のがあつたかも知らぬが、大体に人は幸福とか
家を絶やさぬといつたやうなことを、目あてに
生活したのではなからうか（柳田 1998b：367-
8）」と述べている。この「生活目的」は、柳田
が人は目的を幸福や家を絶やさないことを目的
に生活したと述べたことと同様に、我々が先人
達が守ってきた文化財や歴史的町並みを残し、
後世に伝えていこうとする目的のことである。
　以上、柳田が述べる心意の三分類である「知
識」「生活技術」「生活目的」を通じて、文化観
光を通じた文化財保護の意義への敷衍化を試み
た。柳田は、心意現象の三分類を次のようにま
とめている。
　　 一つは行動によつて現はれるもの、言い換

えればはたらきかけるもの、いま一つは行
動以前にあるもの、即ちはたらきかける前
のもの、言はゞ観念といふか、兎にかく頭
の中にあるもの、さうして第三には目的即
ち最終のもの、とかう三つに分けるのが論
理的だと思ふ（柳田 1998b：350）。

　つまり、「行動以前にあるもの、はたらきか
ける前の物、言はゝ観念といふか、兎にかく頭
の中にあるもの」が「知識」であり、その「知
識」を基にして「行動によつて現はれるもの、
言い換えればはたらきかけるもの」が「生活技
術」であり、「目的即ち最終のもの」が「生活

を指す。次に推理的な部分の知識について、柳
田（1998b：355）は、何故を伴う知識であると
し、次のように述べている。
　　 推理的知識を分類すると、このうちで一番
古いものは「兆」であつて、これはその事
の未だ現はれざる以前に、未来の事を推測
する基礎となるものである。即ち今ある A
といふものは、これは将来の A´の原因
であるとするのである。さうしてその現は
れたものを「験」といふ。即ちこれは予想
したものが果して予想の通りあらわれるこ
とで、これに対して「応」は結果があつて
始めて原因をたずねるもの（柳田 1998b：
356）。

この推理的知識から考察すると、「兆」は、文
化財保護・町並み保存の取り組むことが、後世
の地域に文化財が継承され残り、より豊かなま
ちの姿に繋がるとすること。次に「験」は、そ
の取組みの結果、文化財や町並みが保存され残
ることである。最後の「応」は、今日も地域に
残り、継承されている文化財や町並みを観て、
なぜ残ってきたのかを探り、先人たちの取組み
や想いに気づくことである。つまり、結果とし
て文化財や歴史的町並みが残り継承され、我々
が観ることができる要因は、先人達の自律的な
文化財保護・町並み運動への取組みや想いによ
るものであるといえる。
　二つ目が「生活技術」である。柳田は、「生
活技術」を次のように述べている。
　　 人生の活き方といふか或は又生活技術とい
ふか、要するに知識を材料として、かうや
つたら又あゝやつたら、暗黙の目的に添う
て生きられるといふ、活き方である（柳田 
1998b：361）

つまり、前述の知識を基に生活目的に達しよう
とする手段と方法のことである（柳田 1998b：
349）。つまり、文化財保護法における保存と活
用の仕方である。文化財保護や町並み保存に対
する道徳的な観念である批判的知識と先人達の
取組みや想いに気づくという推論的知識を基に
して、文化財や町並みを後世に残す目的のため
の手段と方法である。
　さらに柳田（1998b：361）は、「生活技術」を「呪」
と「禁」に分けられると述べている。「呪」は
前述の手段と方法のことであり、一方の「禁」
とは「かふいふことを為してはいけないという
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するといふことなどは、過去にも何十億回
とくり返され、又現前にも到る処に行われ
て居る。それ程でなくとも年に一度、一
代に一遍は必ずあることが、村毎に或歴
史を告げようとして居るのである（柳田 
1998a：61）

このように民俗学・民間伝承の学問とは、ある
事実の一回性ではなく、事実が繰り返し行われ
る反復性にあるとしたのである（野口 1984：
11）。このことから、文化財保護における心意
性は、一時代の文化財保護・町並み保存に取り
組む先駆者的存在の人々の間にのみが有するも
のでは不十分である。柳田が述べるように、事
実が民間の間で繰り返し引き継がれなければな
らないのと同様に、町並みの景観や建造物の外
観等の可視化できる文化財の真正性だけではな
く、可視化できない心意性をも後世に継承し続
けるあり方が求められる。
　したがって、可視化できる真正性のみを後世
に継承する文化財保護ではなく、保存と活用の
バランスをとりながら、可視化できない地域の
誇り、アイデンティティや文化財を後世に継承
したい、誇りや愛着をもち豊かに暮らせるまち
をつくるという想いとしての心意性をも地域住
民の手で繰り返し継承していくものでなければ
ならない。

目的」である。この三分類を、文化観光を通じ
た文化財保護の意義に援用すると、次のように
考えることができる。初めに人々は、地域に残
る文化財や歴史的町並みは守るべきものかどう
か道徳的な部分を考える。そして、文化財保護
や町並み保存の黎明期に、守り残すべきと考え
た人々が取組みを行う。その取組みによって、
地域に文化財や歴史的町並みが残ることによ
り、先人達の想いに気づく人が現れる。この気
づきにより生成された心意が「行動以前にある
もの、はたらきかける前の物、言はゝ観念とい
ふか、兎にかく頭の中にあるもの」である（柳
田 1998b：350）。次に、生成された心意が文化
財保護・町並み保存の取組みへ働きかけ、文化
財を守り後世に継承したい、そして地域で豊か
に暮らし、後世に生きる人々が誇りと愛着を持
つことのできるまちにすることが意義となる。
その意義を持ち、目的に達するために具体的な
手段と方法をもって取り組まれる。これらの取
組みの結果、地域の人々の中に心意がさらに生
成され、継承され続けるのである。
　しかし、このような心意は、一時代の人々の
み共有し、後世に継承されない一過性であって
はならない。柳田は、民間伝承の学問を次のよ
うに述べている。
　　 社会の最大事件、人が飯を食ひ、妻まぎを

表 2　『民間伝承論』を援用した文化観光による文化財保護の分類－心意現象－

三部分類 分類 柳田の民間伝承論 文化観光による文化財保護

③第三部
　心意現象

知識

○批判的な部分（道徳的な問題）
　かふいふ事は良い事だ、或は悪い事だ
○推理的な部分
　「何故」を伴う知識（兆・験・応）

○批判的な部分
　 文化財や町並みを保護するべきか
　どうかを問うこと
○推理的な部分
　 先人たちの取組みや想いに気づき
　問うこと

生活技術

○手段と方法
○ 知識を基に生活目的に達しようとする
こと
○ かふいふことを為してはいけない
　不行為

○ 文化観光を通じた町並み保存と活用
　という手段と方法
○「妻籠を守る会」三原則
　「売らない・貸さない・こわさない」

生活目的
○ 人は何の為めに生きてゐるかといふ
　目標・窮極の目的
○何かしらかうしたいといふ目的

○文化財や町並みを護りたいという目的
○ 後世に遺したい、継承したいという
　目的
○ 保護し継承するために保存し活用する
目的
○ 誇りや愛着をもち豊かに暮らせるまち
をつくる目的

出典）柳田國男（1998a）『民間伝承論』及び柳田國男（1998b）『郷土生活の研究法』より筆者作成
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5. 2. 2　 観光文化論を援用した文化観光
による文化財保護のあり方

　本項では、宮本の知見・思想を援用し、かつ
批判的に継承することで、前述と同様に伝統的
建造物群保存地区を事例に、文化財保護の意義
を明らかにすることを目的とする。
　宮本が活躍した時代は高度経済成長期であ
り、開発と破壊が繰り返され、マス・ツーリズ
ムの発展による観光ブームの時代であった。こ
の現状に対して宮本は、次のように述べている。
　　 今日観光ブームといわれているが、観光客

がいったいどれほど観光地に住む人たちの
邪魔をしないで寄与しているであろうか。
その生活を破壊する側にまわっていても、
その生活を助ける側にまわっているものは
少ない。これは観光が観光客本位のもので
あって、観光地はいつも利用される側にま
わっていて、観光地が資本家の手によっ
て植民地化されているためである。（中略）
地方の資本がのび、それが植民地主義に対
抗して、地方文化・経済が自立できるよう
になってほしいものだと念願する。その方
策にたえられない限り、地方はいつも食い
物にされ、犠牲にされつつ、文化の恩恵と
いうものをゆがめられた形でうけとること
になる（宮本 1986：284）

このように、観光は地域住民のためではなく、
観光開発や観光産業に関する外部資本のため
で、観光用の文化に歪められる現状を批判して
いる。しかし、宮本は観光自体を絶対悪である
とはしていない。宮本は、
　　 観光資源というのはいたるところに眠って

おるものです。それを観光対象にするしか
たに問題があるのだ（宮本 1975：28）

と述べている。つまり、文化財を観光活用する
ことは悪ではなく、その活用するあり方に問題
がある。経済効果優先の観光のあり方か、文化
財を後世に継承する観光のあり方かは、我々の
意識次第である。では、宮本の考える観光のあ
り方とは何か。それは、観光は教育であり（宮
本 2014a：91）、我々の生活を豊かにするもので、
金の面ではない（宮本 2014b：155）としている。
つまり、宮本の考える観光とは経済効果優先の
観光ではないオールタナティブな観光であると
いえる。

5. 2　 宮本常一の観光文化論

5. 2. 1　 宮本常一の地域社会を観る視点

　宮本は、民俗学者として観光文化論の嚆矢と
なった思想家であり、観光や地域振興にとって
鋭敏な視点で地域社会を観つめ続けた。では、
どのような知見を基に彼の思想は形成されたの
か。
　一点目が、生活体験と実践である。宮本は、
これについて以下のように述べている。
　　 民俗学について体験の学問であり、実践の
学問であるとしており、それは幼少時代の
生活のあり方にかかわるところが多いので
はなかろうか（宮本 1993：3）

このように、宮本の民俗学における体験と実践
の視座は、幼少時代に生成された。宮本は幼少
時代について、このように述べている。
　　 私が民俗学という学問に興味を持つように
なったのは私の育った環境によるものであ
ると思う。幼少のときから十六歳まで、百
姓として生きていく技術と心得のようなも
のを祖父母や父母から、日常生活の中で教
えられた。そしてその後の私の生活は幼少
のときの親身の人たちから教えられたこと
の延長として存在しているように思う（宮
本 1993：3）

このような「体験と実践」が後の民俗学におけ
る彼の信条となり、素地となった。
　二点目が、「歩く」ということ、すなわちフィー
ルドワークに基づく民俗学であったことであ
る。宮本は特にフィールドワークを信条とし、
それに費やした日数が膨大であったことが知ら
れており、前述の「体験と実践」の信条を基に
足繁く現地に通うことが要諦であるとした。宮
本の地域社会を観る眼は、幼少期からの生活体
験と実践、そしてフィールドワーカーとして地
域に足繁く通うという民俗学の視点から生まれ
た。さらに、宮本は民俗学を通して地域社会を
観ることで、地域社会の課題を的確に捉えるこ
とができるようになり、そのあり方を改めるた
めに、社会的な提言を重ねていったのである。
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　それに加えて、「あるく・みる・きく・考える」
ことで発見できるものがある。それは、先述の
柳田の議論から明らかにした心意性の発見であ
る。宮本は、自分の目によって発見したことに
対して
　　 ひとつひとつのものを、まず自分の心のな

かでなにかハッと思うようなことがあった
場合に、それを心にとめておくこと（宮本 
2014c：183）

が重要としている。では、この宮本の言う「自
分の心のなかでハッと思うようなこと」とは何
か。それは、人間的エネルギーである。宮本は
『生活の伝統』（初出 1979年）において
　　 自分の生活をどのように守り、それを発展

させていくか、いったかその人間的なエネ
ルギーを指している（宮本 2005：7）

と述べている。この人間的エネルギーは人の矜
持の源泉であり、この矜持の想いが観光をつく
り、観光文化へと昇華することができるもので
ある（井口 2018：99）。つまり、人間的エネルギー
は、先述の柳田の思想から明らかにした地域の
誇りやアイデンティティ、そして文化財を後世
に継承し、より良い地域にしたいという想いと
しての心意性と同様のものであるといえる。
　さらに心意性（人間的エネルギー）は、歴史
的町並みの場からも学び取ることができる。
　　 伝承というのは、言葉や行為の上にだけ見

られるものではなく、日常生活している生
活の場そのものにも見られる（宮本 1986：
59）

と宮本は述べており、歴史的町並みにおける観
光の取組みや日常生活の中で、伝承された心意
性（人間的エネルギー）を発見し、学び取り気
づくことができる。それにより地域住民が心意
性に気づくことで、地域主義による自主性がさ
らに高まる。一方で、地域外のものも同様に観
光を通じて心意性を学び取る姿勢が必要であ
る。文化政策を展開するうえでは、従来の地域
内の行政・住民・営利または非営利民間組織の
参画に加え（真山 2008：236）、これからの地
域社会の課題解決には地域外の人材の参画も求
められている（URL 2）。課題解決に協働して
取り組むヒューマンウェアとなるためには、地

　宮本の知見・思想から、その意義を再考する
にあたり導きの糸となる概念が二つある。一つ
目は「自主性（地域主義）」であり、二つ目は「あ
るく・みる・きく・考える」である。以下では、
各々の概念を導きつつ、文化観光を通じた文化
財保護の意義へと宮本の思想を批判的に継承し
考察する。
　一つ目の「自主性（地域主義）」は、宮本の
観光政策や地域振興への根本となる思想であ
る。宮本はその講演 6「熱海の観光政策を考え
る」において、自主性を確立する必要性を説き
（宮本 2014a：88）、「活気ある村をつくるために」
の講演 7では、地域主義を次のように述べてい
る。
　　 地域主義とは地域に住んでいる人々が皆で
力を合わせて、自分たちの生活を考えてい
こうとするもの。この地域主義を進めてい
くためには、まず自分の住んでいる土地
がどのような状況であるかをよく知るこ
と、そして地域住民が相互理解を深めてい
くことが大切ではないかと思います（宮本 
2014b：131）。

前述のように、今日の多くの伝統的建造物群保
存地区において、外部資本が観光客のための施
設として観光活用をするあり方では、地域生活
の豊かさや本来の文化の恩恵を受けることはで
きない。宮本は、観光は地域に住む人々が自主
的に力を合わせ、自分達の生活を豊かにするた
めでなければならないとしている。
　二つ目が「あるく・みる・きく・考える」で
ある。これは宮本の民俗学・観光文化論を考え
るうえでの要諦となる思想である。宮本は観光
の本質について、観光資源を単に見に行くので
はなく、旅を通して発見することであり、本物
を自分の目で観るために自分の足で歩き確か
めること（宮本 2014c：174-83）であると述べ
ている。さらに宮本は、観光とは教育であり、
観光を通じて学ぶことが必要（宮本 1986：39-
40）であるとしている。つまり、観光の現場で
あり生活の場でもある歴史的町並みを実際に歩
き、観て確かめることで、文化財の価値やそれ
に関する地域文化や歴史を発見し学ぶことがで
きる。

6  1978年 5月 20日、熱海後楽園ホテルにて（宮本 2014a：60）。
7  1978年 8月 28日から 8月 31日、新潟県古志郡山古志村（現長岡市山古志地域）にて（宮本 2014b：98）。
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地域住民が自主性を持つことが重要と繰り返し
述べており、地域主義に立ち考えることが必要
である（宮本 2014b：131）としている。仮に、
地域住民が自主性と地域主義の視点を喪失する
と、歴史的町並みは経済効果を優先する商業的
な観光活用により変容すると考えられる。しか
し、文化財の価値や後世に継承する人達への想
いとしての心意性に気づくために、観光は大き
な役割を果たすものである。観光は、経済的波
及効果を生み出すものではあるが、それを目的
に文化財を稼ぐ観光資源として扱うべきではな
い。そのような視点から文化財を保存し活用す
ることでは、地域生活の豊かさや本来の文化の
恩恵を受けることができず、後世の人達が誇り
や愛着を持ち生きていくことができるまちには
ならないであろう。
　したがって、文化財を活かす観光とは、外部
資本が主体とした経済効果の希求ではなく、地
域住民が自主的に力を合わせ、自分達の生活を
豊かにするための文化的波及効果を希求するも
のでなければならない。さらに観光者と地域住
民が「あるく・みる・きく・考える」ことで、
地域の歴史や文化を学び得る観光でなければな
らないのである。さらに、地域住民だけではな
く行政や地域を愛する人々が協働して文化観光
を通じた取組みを行うことで、地域の誇りやア
イデンティティ、文化財を後世に継承したい想
いとしての心意（人間的エネルギー）が生成さ
れ、継承することができる。そして、新たに生
成され継承された心意が、後世への力となるの
である。
　以上、文化観光を通じた文化財保護の意義と
は、経済効果を高めることを目的に、文化財を
一時的な観光資源として扱い、稼ぐために保存
と活用をすることではない。過去の先人達が守
り伝えてきた文化財の真正性と、地域の誇り、
アイデンティティ、文化財を残し伝えようとす
る想い、また地域に暮らす人々や後世に生きる
人々がより豊かに暮らせるようにするという想
いとしての心意性をも継承し続け、地域に文化
的波及効果を与えることが、これからの文化観
光を通じた文化財保護の意義なのである。

域外のものも観光を通じて、自分の目で観る、
主体的に学び発見することで、歴史的町並み保
存に取り組む地域の人々の心意性（人間的エネ
ルギー）に共感し、継承することが必要である。
したがって、観光を通じて心意性を伝承し継承
することで、地域内外の人々が共感し協働して
次の世代へ文化財を残し伝え続けるヒューマン
ウェアとなることが求められる。

5. 3　 文化観光を通じた文化財保護の意義
の考察

　本節では、柳田國男と宮本常一の民俗学的知
見・思想から援用し、かつ展開してきたことか
ら文化観光を通じた文化財保護の意義の考察を
行う。
　柳田國男の『民間伝承論』から、文化観光を
通じた文化財保護の意義とは、可視化できる文
化財の真正性を継承することのみが文化財保護
ではなく、可視化できない地域の誇りやアイデ
ンティティ、文化財保護や町並み保存への想
い、日々の暮らしを豊かにし、後世の人々が誇
ることができるような良いまちにしたいという
心意性をも繰り返し継承し続けることを明らか
にした。これまで文化財保護の実務的な内容は
明らかにされているが、その意義が明確でない
ことは前述のとおりである。しかし、その意義
が明確でないため、文化財を保存し活用する主
体により意義が変容している。例えば、伝統的
建造物群保存地区で、歴史的町並みの景観や建
造物の外観等の真正性は十分に保存がなされて
きた。しかし、心意性無き人の観光活用により
商業的な店舗が林立し、町並みの個性の喪失を
招いた事例がみられる。このように、可視化で
きる文化財の真正性だけではなく、町並み保存
に取り組み始めた先人達の地域の誇りやアイデ
ンティティ、文化財保護や町並み保存への想い、
そしてより良いまちするという可視化できない
想いである心意性をも継承する意志を抱き続け
ることが町並み保存のための大きな「人間的エ
ネルギー」であることを付記したい。
　次に、宮本常一の観光文化論から、文化財を
観光資源として活かす上での問題点を明らかに
した。地域外部資本が、文化財を観光者に阿る
ように観光化し、経済効果を優先した観光活用
をするあり方が問題であると指摘した。宮本は、
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6．おわりに

　本研究では、これからの文化観光を通じた文
化財保護の意義を再考し、明らかにすることを
目的に分析を行った。
　2019年に改正「文化財保護法」が施行し、
文化財に関する様々な課題に対して文化財保護
政策は、これまでの保存から積極的な活用へと
転換している。だが、文化財の積極的な観光活
用が、その破壊、損傷や本来の姿からの変容等
の問題を顕在化させている。それは、文化財保
護の意義が「文化財保護法」や専門家の間でも
明確でないためであり、その解釈は保存・活用
する主体に委ねられているためである。した
がって、文化政策学的視座から柳田國男や宮本
常一の民俗学的知見・思想を援用し、かつ批判
的に継承することで、文化観光を通じた文化財
保護の意義の再考を試みた。その結果、柳田の
『民間伝承論』からは文化財の可視化できる真
正性だけではなく、可視化できない心意性をも
繰り返し継承し続けること、宮本の観光文化論
からは、観光活用のあり方が問題である点を指
摘し、観光とは経済的波及効果ではなく、地域
を文化的波及効果により良くするものであるこ
とを明らかにした。
　文化観光を通じた文化財保護の意義とは、経
済効果を高める観光を主眼に保存と活用をする
意義ではない。先人達が守り伝えてきた文化財
の真正性と地域の誇り、アイデンティティ、文
化財を残し伝えようとする想い等の心意性を共
に継承し続け、地域に暮らす人々や後世に生き
る人々がより豊かに暮らすことが、これからの
文化観光を通じた文化財保護の意義なのであ
る。
　本研究の意義は次のとおりである。「文化財
保護法」条文や先行研究において、文化財保護
の意義は明確になされておらず、また文化財保
護と観光との観点から体系的に解明した研究は
管見の限りなかったといえる。この点において、
文化政策学的視座から民俗学的知見・思想を援
用し、かつ批判的に継承することで、その意義
を体系的に明らかにすることを試みた点に意義
がある。また、本研究では伝統的建造物群保存
地区を例として考察したが、他の文化財、例え
ば、有形・無形文化財、埋蔵文化財並びに保存
技術等の保護のあり方を考察する際の参考にな

り得る。さらに、本研究で明らかにしたその意
義は、地域で文化財保護、特に文化財保護を主
眼とした観光に取り組む際の一つの指針になる
であろう。
　しかし本研究は、文化観光を通じた文化財保
護の意義についての概念を明らかにした点に留
まっている。今後、再考したその意義から本国
及び他国の文化財保護と観光に取り組む地域を
事例として実証的分析を行い、意義の概念妥当
性を実現する必要がある。
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